
議員全員協議会次第 
 

日 時：令和２年１１月３０日(月)  

                      午前８時４５分 

                 場 所：議事堂 議場 

 

１．開 会 

 

 

２．報告事項 

（１）（仮称）取手市立博物館建設計画の中止及び（仮称）取手市立博物

館建設基金の廃止について 

（２）学校給食のあり方について 

（３）山王小学校における特色ある新しい学校教育について 

（４）取手市放課後子どもクラブの一部民間委託について 

（５）取手グリーンスポーツセンター第一体育室床補強工事について 

（６）その他 

 

 

３．その他 

 

 

４．閉 会 



11 月 30 日全協配付資料 作成：教育委員会教育総務課

（仮称）取手市立博物館建設計画の中止及び（仮称）取手市立博物館建設基金の廃止

について

１ 経緯

・昭和５９年に郷土資料館建設資金として市民から寄附をいただいたことを契機に，同年

に（仮称）取手市立郷土資料館建設基金条例を制定

・平成３年に取手市土地開発公社（当時）が旧建設省から吉田地先の利根川旧堤防敷の一

部を購入

・平成４年に策定した「利根川旧堤防敷整備計画」に基づき，旧堤防敷に福祉施設（現・

かたらいの郷）と郷土資料館（博物館）の建設を計画

・平成８年に（仮称）取手市立博物館建設審議会を設置し，博物館の建設に向けて検討を

開始

・平成９年に建設用地を取得し進めてきた当該建設計画は，平成１１年の市組織の機構改

革や翌平成１２年に同館建設審議会，同専門委員会の任期満了に伴い事実上中断となり，

その後，約２０年が経過

２ 問題解決への方向性

(1)現状の社会情勢や市の財政状況を鑑み，市立博物館建設計画は中止とする

(2)市立博物館に関する条例の廃止等を行う

(3)博物館建設基金の廃止に伴い，基金の積立て残金を精算（繰入れ）する

３ スケジュール及び関連手続き

---------------------------------------------------------------------------

【参考】

・博物館建設用地：面積 10,344 ㎡，H9 取得金額 239,652,795 円

（H3 市土地開発公社の旧建設省からの取得金額 215,857,476 円）

・博物館建設基金総額：3,040,235 円 （令和 2年 10 月現在）

日 程 事 項

令和 2年

11 月 30 日

12 月定例議会（議案提出）

＊（仮称）取手市立博物館建設基金設置条例の廃止

＊（仮称）取手市立博物館建設審議会条例の廃止

＊取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正

令和 2年 12 月 博物館建設基金残金の精算（公共施設整備基金に積立）

令和 3年 1月 教育委員会定例会（議案提出）

＊取手市立博物館建設審議会施行規則の廃止

令和 3年 3月 教育委員会定例会（議案提出）

＊取手市教育委員会事務局組織規則の一部改正
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学校給食のあり方について（学校等給食運営協議会答申）

【諮問内容】

① 平成 31 年 10 月に予定されている消費税率の改定に伴う給食費の取扱いについて

② 取手市立小中学校での学校給食方式の再検証について

【経緯】

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のために、重要な役割を担ってい

ますが、以前、平成 31年 10月に消費税率を改定するという国の発表があり、増税後にあっ
ても学校給食を安定的に運営していくには、食材購入費としての学校給食費をどう取り扱う

か検討するため、学校等給食運営協議会に意見を伺うこととしました。

一方、給食運営方式に関してですが、平成 16年 10月 26日に当時の取手市長と藤代町長
の間で調印された合併協定書には，合併にあたっての方針が定められており、「学校給食に関

すること」は「一本化を図り，実施する。なお，新市に移行後，速やかに検討する」と記さ

れています。そこで、合併翌年の 18年に給食運営協議会を設置し、全 3回の協議を経て，「今
後の学校給食のあり方」について，「単独自校方式が適当である」という結論に，「自校方式

への施設整備については，学校の適正規模・適正配置あるいは耐震整備計画との整合性と財

政面を考慮し，段階的に整備推進することを希望」と追記されて，答申が提出されました。

当時の教育委員会ではこの答申を受け、「単独自校方式への統一」を方針としましたが、以後

リーマンショックや東日本大震災という市財政に大きく影響する事案が発生したことなどか

ら、統一への動きが停滞していました。そこで改めて、学校給食の現状や将来の見通しを踏

まえ、実現可能な給食方式について意見を伺うこととしました。

以上から平成 30年 12月、学校等給食運営協議会を設置し、2点を諮問いたしました。

【答申の結論部分】

① 食材に関して，現在は軽減税率適用により 8%を維持しているものの，物価上昇により取
手市の安全でおいしい給食の提供に影響を及ぼしていることから，給食費の取扱いにつ

いては，月額 200円（※）の値上げが相当と考える。なお，値上げの時期は，年度途中
を避け，最速で令和 3年度からが望ましいと考える。
② 平成 18年度の答申「単独自校方式への統一」から現在に至るまでに状況が大きく変化し
ており，現状の厳しい財政状況や将来の財政負担を考えると「単独自校方式への統一」

を図ることは困難と判断されること，給食センターの食事は自校給食と遜色がないこと，

衛生面ではいずれの方式でも適正な運用管理が図られていることから，現時点において

は給食センター方式を維持していることが適当と考える。

※200円の内訳

1

ご飯・パン・めんと牛乳の増加額

R1平均額－H26平均額＝
令和 2年度の
主食加工費値上げ額141円 59円

200 円
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別紙 取手市立学校等給食運営協議会 審議経過抜粋

2

平成 30年 12月
（第 1回）

取手市立学校等給食運営協議会委員を新たに 10人（学校長・幼稚園長 3人，PTA代
表 2人，学識経験者 5人）委嘱し，諮問

平成 31 年 2 月
（第 2回）

〔事務局からの主な説明〕

l 平成 26年度に消費税率改定（5%⇒8%）の際，幼小 120円，中 130円，教員
130円を値上げしていること

l 取手市では安全確保の観点から加工品の多用を避けていること

l 手作りに努めていること

l 学校施設の耐震整備を優先し，給食施設整備が進んでいないこと

〔委員からの主な意見〕

l 食材の制限がなければ安価な外国産に流れる。安全を第一としたい

l 保護者への説明のために物価がどれほど上がったか資料が必要

l 地域特性があり，他の地域と比較することは難しい

令和元年 5 月
（第 3回）

共同調理場調理方式（センター方式）の市立学校給食センターを視察し，あわせて市

立藤代南中学校で試食を実施

〔委員からの主な意見〕

l 衛生面に一番気を使っており，保温も配慮されていた

l 野菜を包丁で手切りしているなど手作りの良さを取り入れていた

令和元年 7 月
（第 4回）

単独調理場調理方式（自校式）の市立取手東小学校を視察し，あわせて試食を実施

〔委員からの主な意見〕

l センターの給食もおいしかったのだと改めて感じた。自校式と遜色がなくなっ

てきたというのが一番の発見

l センターと自校式どちらもおいしく，違いがわからないくらい

令和元年 11 月
（第 5回）

つくばみらい市立学校給食センターを視察し，あわせて試食を実施

〔委員からの主な意見〕

l 取手も負けていないと感じた

令和 2 年 3 月
（第 6回）

〔事務局からの主な説明〕

l 主食及び牛乳の価格が増加傾向にあり，副食費を圧迫していること

l 主食費増額分と加工賃値上分の合計は平成26年度から月額200円上昇すること
l 前回の方針決定から，リーマンショックによる税収減，東日本大震災を契機と

した耐震化推進など，環境が大きく変化していること

〔委員からの主な意見〕

l 安全安心でおいしい給食のための保護者の相応の負担ということを知らせてい

かなければ。給食費を税で賄うと破綻する

l 消費税率改定を切り離し物価上昇による値上げという説明が保護者向けに必要

l 自校方式にするにしても財政が厳しい。冷めてしまう懸念があったがおいしく

いただけた。今を充実して維持していけばいいのでは

l 食事は比較するところがなかった。早急に単独方式にするのではなく，センタ

ー方式も維持していってはどうか

令和 2 年 10 月
（第 7回）

答申を決する
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山王小学校における特色ある新しい学校教育について 

- 令和 3年度からの小規模特認校への移行について - 

 

１． 活力ある学校づくりに向けて 

少子化高齢化は中長期的に継続することが見込まれ，過疎化がもたらす影響

は，地方だけの問題にとどまらず，都市部においても顕在化1してきています。   

さらに，家庭及び地域社会における子供の社会性育成機能の低下も続いてお

り，学校経営・学校運営における重大な課題となってきています。 

 

このような社会背景を踏まえ，平成 27 年 1 月，文部科学省より，公立小学校・

中学校の設置者である市町村は，これまでの「学校規模の適正化や学校の適正配

置の適切な推進」から，「それぞれの地域の実情に応じて，教育的な視点から少

子化に対応した活力ある学校づくりのための方策を継続的に検討・実施してい

く」，という方向性が示されました2。 

 

２． 山王小学校の特色と小規模特認校への移行について 

山王小学校は，小規模校ならではの少人数教育のもと，児童の一人ひとりをき

め細やかに見守り，また，学年を越えた友人との交流を通し，それぞれの個性を

伸ばしています。そのような学校生活を通して，自分を信頼し，仲間を信頼でき

る児童を育んでいます。 

また，地域の方々の指導による伝統文化の体験や地域と一体となって展開す

る運動会など，地域とのつながりを通した教育，自然豊かな環境のもと，体験活

動を重視した特色ある教育を通して，多様な価値観を育み，地域や社会へ貢献で

きる人材を育成しています。 

 

一方で，地区内における少子化が，学校経営ならびに学校運営上の大きな課題

となってきています。 

 

このため，山王地区以外にお住まいのご家庭にも，山王小学校の特色ある学校

教育を享受いただけるよう，令和 3 年度より，小規模特認校iとして，市内より

広く児童を募集します。 

                                                      
1 「都会の過疎・地方の過疎」東京大学大学院 総合文化研究科 学術研究員 長沼佐枝 
2 「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの策定について（通知）」 



2 

 

 

３． 小規模特認校としての山王小学校が目指す将来像 

令和 3 年度からの小規模特認校への移行により，山王地区以外からの多様な

児童の転入学が想定されます。今後の社会においても，多様な価値観を受け入れ，

新たな価値を創造し，よりよい社会に向け貢献していくことのできる人材がま

すます求められます。 

 

 このような社会動向を踏まえ，令和 3年度より，小学校 6年間通して「創造す

る力，表現する力」を育んでいく，新たな特色ある学校教育プログラムを推進し

ていく予定です。縦割り活動を通した国際教育の充実，地元アーティストと連携

する価値の創出がプログラムの柱となります。 

 

取手市は，20 年以上にわたり，市民と取手市，東京藝術大学，取手アートプ

ロジェクト，地域在住のアーティストが協同して，新たな価値の創出に向けた

様々な取り組みを行っています。このような地域の力を学習課程に生かし，取手

市ならではの新たな学校教育プログラムを，学校，地域，教育委員会が一体とな

って創出していきます。 

また，このような取り組みを通して，活力ある地域の拠点としての学校を目指

していきます。 

 

12 月補正予算には，以上のような特色ある新しい学校教育の取り組みの一つ

として，アーティストと児童の交流事業委託費用を計上致しましたので，ご審議

の程よろしくお願い致します。 

 

i 小規模特認校制度について 

小規模特認校制度は，特定の学校について通学区域に関係なく市内のどこからでも就学

を認める制度です。小規模特認校の特色ある学校経営・学校運営にご関心いただけるご家庭

からの編入学が可能となります。 

 

                                                      



山王小学校における特色ある新しい学校教育について
－ 令和3年度からの小規模特認校への移行について －

令和2年11月30日

取手市立山王小学校

参考1

取手市教育委員会

（参考資料）１１月３０日全協配布資料 作成：教育委員会山王小学校特認校ＰＪ



参考2

令和3年度より山王小学校は小規模特認校に移行します。

山王小学校

これまでの小規模校ならではの「個に応じた教育」を踏まえ，新たに小学校6年間を通して「創
造する力，表現する力」を育む学校教育プログラムに取り組みます。
山王地区以外にお住まいのご家庭にも山王小学校の特色ある学校教育を受けていただくことがで
きるよう小規模特認校に移行し，市内より広く児童を募集します。



参考3

１．小規模特認校について



１－4．小規模特認校制度（１／２）

参考4

学校選択制の一種

小規模特認校制度

特定の学校について通学区域に関係なく市内のどこからで
も就学を認める制度



参考5

２．山王小学校の特色



参考6

２－１．個に応じた教育の充実
一人ひとりの児童をありのままに受け入れ,自分を信頼し,仲間を信頼できる児童を育てます。



参考7

地域とつながり，様々な体験活動を通した学びに取り組んでいます。
２－２．地域とのつながり,体験活動の重視



参考8

３．新たな特色ある学校プログラムへの取り組み



参考9

「創造すること，表現すること」

小学校6年間を通して，子どもたちの創造する力，
表現する力を育んでいきます。



英語教育の充実を図ります。

参考10

教育課程における３～４年生の外国語活動、５～６年生の外国語の授業に加え、１～２年生において
も外国語を使った活動に積極的に取り組んでいます。
































